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西日 本 地 区 入 国 者 収 容 所 等 視 察委 員 会

事 務 局 長 中 村 淳

西日 本 地 区 入国 者 収 容 所等 視 察委 員 会 に よ る 意 見 書 の 送 付 及 び 当 該 意

見 書 に 対 す る 措 置 に つ い て

こ の 度 ， 西 日 本 地 区 入 国 者 収 容 所 等 視 察委 員 会 か ら 貴 局 （ 所） 長 に 対 す る

意 見 書 が 提 出 さ れ ま し た の で ， 別 添 の とお り 送 付 し ま す 。

貴 局 （ 所） にお か れ まし て は ， 入 国 者 収 容 所 等 視 察委 員 会 運 用 要 領 （ 平 成

2 2年 6 月 2 9日 付 け 法 務 省 管 警 第1 4 8 号 通 達 添 付） 第 1 0 のl の とお り

対 応 い た だ く と と も に ， 同 要 領 第 1 0 の 2 に 従 っ て ， 5 月 1 0 日（ 木 ） ま で

に 措 置 等 報告 書 を 当 局 長 宛 て に 送 付願 い ま す （ 扱 い： 事 務 局）。

なお ， 措 置 等 報告 書 にお け る 措 置 内 容 欄 の 作 成 に 当 た っ て は ， 措 置 内 容 を

心 的 確 に 把 握 す る 観 点 か ら ， 下 記 の 点 に 留 意願 い ま す 。

お っ て ， 貴 局中 部 空 港 支 局 に 対し て は ， 貴 職 よ り 伝達願 い ま す 。

記

1 検 討 結 果 を－ r 措 置 J とし た も の に つ い て は ， f 措 置 済 み J . r 現 在 措 置中 j

又 は 「 措 置予定j と い う 措 置 段 階 が 明 確 に 分 か る よ う な 形 で 記 載 す る こ と 。

2 検 討 結 果 を 「 検 討中 j と し た も の に つ い て は ， 当 該 事 項 の 性 格 と し て ，

「（ 施 設限 り で 対 応 で き ず） 本 省 に伝達 済 み J 文 は r ＜ 施 設 限 り で 対 応 可

能 で あ る が ） 更 に 協 議 ・ 検 討 が 必 要 J と い う 点 を 含 め て 記 載 す る こ と 。

添付物

西日 本 地 区 入 国 者 収 容 所 等 視 察委 員 会 作 成 の 意 見 書 1 部



平 成2 4年 3 月 3 0 日

意 見 書

名古屋 入 国 管 理 局 長 殿

西 日 本 地 区 入 国 者 収 容 所 等 視 察委 員 会

r 貴 局 及 び 貴 局中 部 空 港 支 局 にお け る 被 収 容 者 の 処 遇 及 び 施 設 の 運 営
\ に 係 る状況 に つ いて ， 貴 局 か ら 提 供 さ れ た 情 報 ， 視 察 並 び に 書 面 及 び

面接 に 基 づ く 被 収 容 者 か ら の 意 見 聴 取 の 内 容 等 を 踏 ま えて 当委 員 会 に
おいて 協 議 し た 結 果 ， 貴 局 にお け る 警 備 処 遇 の 透 明 性 の 確保 及 び 運 営
の 改 善 向上 を 図 る こ と を 目 的 と して ， 当委 員 会 の 意 見 を 次 の とお り 取
り ま と め た の で ， 本 意 見書 を 貴 殿 に 提 出 す る 。

1 担 当区域 内各 施設 に 対 する共通意見
( 1 ） 当委 員会 か ら の 意 見 を 検 討 し ， 措置 し て い た だ い た 事 項 につ い

て は 対 応 を 感 謝 す る 。 なお ， 前 回 か ら 改 善 さ れて い な い 事 項 に つ
いて は 引 き 続 き 改 善 さ れ た い 。

( 2 ） テ レビ を 2 3 時 ま で 視 聴 す る こ と が で き る よ う 検 討 さ れ た い 。

( 3 ） 避 難 誘 導 訓 練 に つ いて ， 言 葉 に 頼 ら な い 避 難 誘 導 方 法 を 検 討 す
る と と も に ， 被 収 容 者 を 収 容 す る 際 は 自 然 災 害 等 の 突 発 事 故 発 生
時 に 職 員 の 指 示 に 従 う よ う 周 知 徹 底 を 図 ら れ た い 。

2 貴 局各 施設 に 対 する個別意見
( 1 ） 名古屋 入 国 管 理 局

ア 処 遇 に 関 する 事項
（ ア）土曜 日 に開放 処 遇 を実 施 す る た め ， 施 設 点 検 に 係 る 人 員や

作業 内 容 を今一 度 確認 し ， －現実 的 に実 施 で き る 方 法 を 検 討 さ
れ た い 。

（ イ ） 面 会 時間 ・ 日 曜 日 の 電 話使 用 ・ 食 事 ・ 医 療 な ど に つ いて ，
説 明 が 被 収 容 者 に十 分伝わ って い な い こ と か ら ， 説 明 方 法 を
多様化 し ， 被 収 容 者 の 理解 度 を 確認 す る な ど一層 の充実 を 要
望 し た い 。

（ウ ） 医師 と 被 収 容 者 に信 頼 関 係 が構築 さ れ て い な い よ う に 見 受
け ら れ る た め ， 検証 の 上 ， 改 善 を求 め た い 。
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（エ ） 運 動 時 にサ ッカー を す る 被 収 容 者 が負 傷 し な い よ う に靴 を
使 用 で き る 方 法 を 検 討 さ れ た い 。

（オ ） 被 収 容 者 の 健 康 面 等 を 考 慮、 し ， 被 収 容 者 へ の夕 食 支 給 時間
を 多 く の 医 療 施 設 が 採 用 し てい る1 8 時 こ ろ と す る よ う 努 め
ら れ た い

イ 施設 に 関 す る 事項
（ ア ） 窓 が全 て曇 りガラス で外 が 見 え な い 点 に つ い て ， 西 日 本 入

国 管 理センター の 改 善 を参 考 に し て 検 討 さ れ た い 。

（ イ） 電 話使 用 に つ い て は ， 居室扉 を 施錠中 で あ っ て も 被 収 容 者
が 電 話 を掛 け ら れ る よ う 大 村 入 国 管 理センター に な ら っ て子
機 を 導 入 す る な ど と い っ た 方 法 を 検 討 さ れ た い 。

（ウ ） 電 話 料 金 が 高 い こ と か ら ， 入 札 方 法 を 見 直 す な ど と い っ た
対 策 を 講 じ ， 改 善 に 努 め ら れ た い 。

（エ ） 運 動 場 の 地 面 に 人 工 芝 を 敷 き 詰 め る な ど と い っ た 受 傷 事 故
防 止 対 策 を 施 さ れ た い 。

( 2 ）名古屋入国管理局中部 空港支局
ア 処 遇 に 関 す る 事項

被 収 容 者 の 健 康 面 等 を 考 慮 し ， 被 収 容 者 へ の夕 食 支 給 時間 を
多 く の 医 療 施 設 が 採 用 し て い る 1 8 時 こ ろ と す る よ う 努 め ら れ
た い 。

イ 施設 に 関 す る 事項
電 話 料 金 が 高 い こ と か ら ， 入 札 方 法 を 見 直 す な ど と い っ た 対

策 を 講 じ ， 改 善 に 努 め ら れ た い 。


